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［戻る］ 

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（以下「全国ネット」という。）及び「地球温暖

化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）」第 39 条に基づき環境大臣より指定   

されている全国地球温暖化防止活動推進センター（以下「全国センター」という。）の 2025 

(令和７)年度事業についてご報告いたします。 

 

１．はじめに 

（１）背景 

政府は、2020 年のカーボンニュートラル宣言以降、脱炭素と経済成長を両立させる GX

（グリーントランスフォーメーション）を本格的に推進し、脱炭素社会の実現に向けた 

動きを加速させている。こうした中、環境省は脱炭素先行地域の選定やデコ活の推進など、

具体的な施策を継続的に展開しており、地域レベルでの実装と成果がこれまで以上に 

重視されるようになっている。企業においても、GX の流れを背景に、脱炭素経営の重要

性が高まっており、あらゆる主体において取組の深化が進んでいる。 

このような状況のもと、全国センターや地域センターには、従来の普及啓発に加え、  

具体的な行動変容の促進や社会実装など、脱炭素に直結する実践的な役割が求められ 

ている。当法人を取り巻く社会状況は大きく転換期を迎えており、2050 年カーボン   

ニュートラルの実現に向けて、これまで以上に実効性の高い取組が求められている。 

 

（２）中期事業方針の振り返りと中期経営方針の策定 

2022 年度末に定めた中期事業方針において、当法人が目指すものとして以下の３つの

点を挙げた。 

 

・カーボンニュートラルの実現に寄与する存在に変わる 

・地域や暮らしを豊かにする温暖化対策の旗振り役（情報収集・発信、調査・  

分析、手法開発、政策提言）に変わる 

・地域センターと強固な連携体制を構築する要に変わる 

 

３年目に当たる 2025 年度は、中期事業方針の改定時期にあたることから、この３年間に

ついて振り返るとともに、社会状況の変化や全国ネットに求められていることを改めて 

考え直す機会を設けた。その機会においては、事務局と理事会だけでなく、地域センターを

交えて意見交換を行い、現状を振り返るとともに、これから全国ネットがあるべき姿につい

ての議論を行った。そのプロセスの中で、全国ネットが今後さらなる飛躍をし、社会に価値

を提供する存在になるためには、組織が大切にしたいことを見直し、明文化することが必要

であるとして、パーパス並びにミッション・ビジョン・バリューを新たに作成した。また、

戦略の柱として次の４つを掲げた。 
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・地域脱炭素施策の推進 

・独自事業強化 

・中間支援機能の強化・事務局機能の充実 

・全国規模の組織、業界と連携した事業の展開 

 

中期事業方針（2023(令和５)年度～2025(令和７)年度）を定めたことにより、事務局と 

理事会は、全国ネットの運営状況を確かめながら、さらなる飛躍のために必要な対策をうつ

ことができた。中期経営方針（2026(令和８)年度～2028(令和 10)年度）においても、これ

まで同様に、事務局と理事会の間で、重点と指標について振り返りながら、その足取りが目

指したものであったか確かめつつ、着実に社会の公器としての役割を果たしていきたい。 

 

また、「地域センターと強固な連携体制を構築する要に変わる」という点においては、  

地域センターと全国ネットの間で、共通ビジョンを策定できたことは、最大の成果のひとつ

である。急激な社会状況の変化に伴い、全国ネットと地域センターには、その変化へ適応 

していくことが求められており、それを５つの項目で共有できたことは、今後の事業展開を 

図るうえで大いに役立つものであると期待する。 
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２．法人の運営管理 

（１）組織体制 

① 役員一覧 

区分 2026年３月末時点 2025年３月末時点 

理事長(代表理事) 高田 研 高田 研 

理事 福岡 真理子 福岡 真理子 

理事 藤木 勇光 杉江 弘行 

理事 久保田 学 藤木 勇光 

理事 服部 乃利子 久保田 学 

理事 大野木 昭夫 服部 乃利子 

監事 瀨尾 隆史 瀨尾 隆史 

監事 杉江 弘行 臼井 達也 

 

② 事務局職員 

事務局職員等内訳は次のとおり。 

（単位：人） 

区分 2026年３月末時点 2025年３月末時点 

常勤役員 ０ ０ 

正規職員 ６ ５ 

嘱託職員 ５ ４ 

パートタイム職員 ０ １ 

派遣職員 １ １ 

計 １２ １１ 

 

③ 会員（正会員、準会員、賛助会員） 

現在の会員数は次のとおり。 

区分 2026年３月末時点 2025年３月末時点 

正会員 ５６団体 ５６団体 

賛助会員 
団体 ２６団体 ２２団体 

個人 ８人 ８人 

 

（２）総会の開催 

① 第 23回社員総会 

日 時：2025(令和７)年６月 19 日(木) 15 時 00 分～16 時 00 分 

会 場：日本教育会館 中会議室（701・702 号室） 

 東京都千代田区一ツ橋２-６-２（オンライン併用開催） 
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議 事：第１号議案 2024(令和６)年度事業報告書の承認に関する件 

       第２号議案 2024(令和６)年度収支決算報告書の承認に関する件 

第３号議案 役員の選任に関する件 

       第４号議案 役員報酬額の改定に関する件（理事） 

第５号議案 役員報酬額の改定に関する件（監事） 

第６号議案 2025(令和７)年度正会員、準会員、賛助会員の会費に関する件 

 

（３）理事会の開催 

定款に定められた事項及びその他の重要な業務執行にかかる事項について審議する 

ため、2025 年度内において６回の理事会を開催して法人の円滑な運営に努めた。 

 

① 第 97回理事会 

日 時：2025(令和７)年５月 30 日(金) 10 時 00 分～12 時 00 分 

出席者：理事６名、監事２名 

会 場：全国ネット会議室（オンライン併用開催） 

議 事：第１号議案 永年勤続表彰規程の制定について 

第２号議案 旅費規程の改定について 

       第３号議案 第 23 回社員総会議案書(案)について 

 

② 第 98回理事会 

日 時：2025(令和７)年６月 19 日(金) 16 時 00 分～16 時 10 分 

出席者：理事６名、監事２名 

会 場：日本教育会館 中会議室（701・702 号室） 

議 事：第１号議案 理事長の選定について 

第２号議案 法人と理事の利益相反の承認について 

 

③ 第 99回理事会 

日 時：2025(令和７)年７月 22 日(火) 13 時 00 分～13 時 20 分 

出席者：理事６名、監事２名 

会 場：全国ネット会議室（オンライン併用開催） 

議 事：第１号議案 役員報酬額の決定について（理事） 

第２号議案 賛助会員の入会について 
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④ 第 100 回理事会 

日 時：2025(令和７)年 10 月 27 日(月) 15 時 00 分～16 時 30 分 

出席者：理事６名、監事２名 

会 場：全国ネット会議室 

議 事：第１号議案 就業規程の改定について 

第２号議案 資格取得報奨規程の制定について 

第３号議案 賛助会員の入会について 

第４号議案 備蓄食はじめとした防災グッズの Web 卸販売について 

 

⑤ 第 101 回理事会 

日 時：2026(令和８)年１月 19 日(月) 15 時 00 分～17 時 00 分 

会 場：全国ネット会議室（オンライン併用開催） 

出席者：理事６名、監事２名 

議 事：第１号議案 備蓄食はじめとした防災グッズの Web 卸販売について 

第２号議案 賛助会員の入会方法について 

 

⑥ 第 102 回理事会 

日 時：2026(令和８)年３月 16 日(月) 13 時 00 分～15 時 00 分 

会 場：全国ネット会議室（オンライン併用開催） 

出席者：理事６名、監事２名 

議 事：第１号議案 中期経営方針案(2026－2028)について 

第２号議案 2026(令和８)年度事業計画案について 

第３号議案 2026(令和８)年度収支予算案について 

第４号議案 2026(令和８)年度融資の承認について 

第５号議案 2026(令和８)年度役員賠償責任保険加入について 

 

⑦ 提案書に基づく承認 

日 時：2025(令和７)年 ４月 ３日 議 案：賛助会員の入会について 

2025(令和７)年 ４月 14日 議 案：賛助会員の入会について 

2025(令和７)年 ４月 22日 議 案：賛助会員の入会について 

2025(令和７)年 ４月 25日 議 案：賛助会員の入会について 

2025(令和７)年 ６月 ４日 議 案：賛助会員の入会について 

2025(令和７)年 ８月 20日 議 案：賛助会員の入会について 
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⑧ 理事懇談会 

   役員間及び役員と事務局間の連携強化のため実施した。 

    日 時：2025(令和７)年７月 22日(火) 13 時 20 分～15時 00 分（現地･オンライン） 

2025(令和７)年 10月 27日(月) 16時 30分～18時 30分（ 現 地 開 催 ） 

2026(令和８)年２月 25日(水) 13 時 00 分～15 時 00 分（オンライン開催） 

 

（４）監事監査の実施 

日 時：2025 年(令和７)年５月 26日(月) 10 時 00 分～12時 00 分 

会 場：全国ネット会議室 

 

（５）業務運営基盤の整備 

 ・中期経営方針(2026(令和８)年度～2028(令和 10)年度)の策定 

 ・永年勤続表彰規程、資格取得報奨規程の制定 

 ・その他、各種規程類の改定 

 ・寄附金制度の導入 

 ・法人 WEB ページの大幅改修 

 

３．事業内容 

（１）委託・補助事業 

  事業計画における以下の事業を受託し、円滑かつ的確な業務執行に努めた。 

① 全国地球温暖化防止活動推進センター調査・情報収集等委託業務（環境省） 

行動変容を促す啓発・広報活動及び GHG 排出削減促進のための調査・研究や、地域

センター・指定自治体等関係各所との連携強化による地域脱炭素化の推進を図った。 

② ｢デコ活｣(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業委託業務 

（ボストン・コンサルティング・グループ合同会社) 

診断実施機関の認定、管理・支援の他、家庭エコ診断制度全体の普及やうちエコ 

診断ソフト、うちエコ診断 WEB サービス、実施支援システムの管理を行った。 

③ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域における地球温暖化防止活動促進事業(環境省))  

令和７年度に交付決定した間接補助事業者は 51 事業者で、交付確定額は 168,842

千円だった。 

  



 

7 

［戻る］ 

（２）自主事業 

① 脱炭素チャレンジカップ 2026 

前身の「低炭素杯」から 16 回目となる「脱炭素チャレンジカップ 2026」を開催。 

地域大会、アイデア賞も含めた総エントリー数は 230 件(前年度 247 件)だった。 

当日は会場とオンラインのハイブリッド開催で、会場はファイナリストも含め約 163

名の参加があった。昨年度より会場を日本科学未来館に変更し、表彰状の渡し方など、

よりカジュアルで親しみやすい大会となるよう工夫した。環境大臣賞（グランプリ 

１団体、４部門から各１団体）、文部科学大臣賞（社会活動分野、学校活動分野から

各１団体）、企業賞 11 団体、審査委員特別賞と優秀賞は各１団体、オーディエンス賞

３団体の受賞団体が発表され、各受賞団体に賞状、表彰盾及び副賞が贈られた。 

② うちエコ診断資格試験運営事務局業務の実施 

ア．うちエコ診断士資格試験 

環境省「家庭エコ診断制度運営ガイドライン」に基づき、認定試験を行った。  

受験者は 92 名、合格者は 71名だった。 

イ．うちエコ診断士資格更新研修 

環境省「家庭エコ診断制度ガイドライン」に基づき、認定期間が令和６年度末 

までとなっている診断士を対象に更新研修を実施した。更新研修の対象となる 

診断士は 566 名で、そのうち 403 名（約 71％）の診断士が更新研修を受講した。 

ウ．資格試験公式テキストの作成・販売 

令和７年度うちエコ診断士資格試験に対応したうちエコ診断士公式テキスト

2025 を作成し、販売を行った。 

③ 「脱炭素コミュニケーター」制度 

    全国脱炭素コミュニケーター連絡協議会が発足し、一般社団法人自動車販売連合

会各支部単位での連携から協議会を通じた体制へと移行した。これまでに山形県、東

京都、大阪府、兵庫県、愛知県、鳥取県で取組みを実施し、脱炭素コミュニケーター

として、累計 600 名ほど認定されている。 

④ 公益社団法人日本青年会議所との連携 

   日本青年会議所との連携に向けた検討を開始した。まずは、同団体のネットワークを

活用し、紹介を受けた学校での講演を実施し、気候変動に関する理解促進と行動変容の

きっかけづくりを行った。今後は会員向けの講演や、こうした取組を基盤として、より

広域的な連携への展開が期待される。 

⑤ 地域脱炭素マッチングイベント 

    事業者と自治体のマッチングにおけるファシリテーターの選定コーディネート 

及びファシリテーター業務を行った。 
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⑥ 環境マークプログラム販売 

環境マークプログラムを販売した。 

⑦ 各種会議への出席 

     「界界長長約約/日本」関係機関会議、関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議、

脱炭素まちづくり情報交換会等に参加。 

⑧ 講師派遣 

    従業員向け研修（日鉄興和不動産株式会社）、関係者向け講演会（愛媛県食肉生活

衛生同業組合、一般社団法人鹿児島県労働者福祉協議会）、職員向け研修（台湾/金門

県・新北市）等を実施。 

⑨ 研修会等の開催（JCCCAFE 特別編） 

スポーツ×気候変動 「アスリートが語るサステナブルな未来」というテーマのもと、

一般社団法人 Future Innovation Lab 代表理事の五郎丸歩氏による講演が行われた 

ほか、一般社団法人 SDGs in Sports 代表理事の井本直歩子氏を交え、一般社団法人  

地球温暖化防止全国ネットの服部乃利子理事を聞き手とした対談が実施された。 

 

４．まとめ（2026 年度に向けて） 

2025 年度は、前年度に引き続き関係各所との連携を深めることと中間支援機能の強化に

取り組んだ。特に地域センターと作成した「共通ビジョン」は、次年度の組織の新しい事業

展開をするうえでの指針となると期待している。また、法人の組織力強化を進める中で、 

職員一人ひとりが主体的に業務に取り組み、個々の能力向上を図ることで、組織全体の業務

の効率化と質の向上に繋がった。 

2026 年度は、新たな中期経営方針と「カーボンニュートラルで未来を拓く」というパー

パスのもと、全国ネットの強さの源泉である、全国各地で活躍する地域センターの集合体と

しての特性と、「温対法」という法体系に位置付けられた官民連携の仕組みを最大限に生か

す。柔軟性と積極性をもって、地域脱炭素の実装を基盤としつつ、GX の推進に向けて中央

省庁と地域をつなぐ役割を目指す。 


